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放射線等測定結果　6月1日～30日に、市施設等の放射線等測定を行いました。いずれも各基準値以下でした。詳しくは、市ＨＰをご覧ください
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所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額

0人 6，220，000円
1人 6，600，000円
2人 6，980，000円
3人 7，360，000円

4人以上 扶養親族等1人増すごとに
380，000円を加算

※�平成30年分の源泉徴収票（給与所得控除後の金
額）、確定申告書（所得金額の合計）で確認
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8月の無料相談（祝日を除く）� （＊）印は予約制

内　容 日　程 時　間 会　場 問い合わせ

法律相談（＊） 火・金曜日
〔30日（金）を除く〕

午後1時30分～
4時30分

市民相談室
（市役所第4庁舎）

政策法務課
市民相談室
（内222）

税務相談（＊） 14日（水）
登記相談（＊） 5日・9月2日（月）
不動産・空き家等相談（＊） 19日（月）
行政苦情相談（＊） 7日・9月4日（水）
遺言・相続などの書類
作成相談（＊） 26日（月）

年金・労災・雇用保険・
労務相談（＊） 8日（木）

マンション管理相談（＊） 22日（木）
交通事故相談（＊） 1日（木） 午後1時30分～4時

消費生活相談 月～金曜日 午前9時30分～正午
午後1時～3時30分

消費生活相談室
（市役所第4庁舎）

経済課
（内224）

教育相談・就学相談
（面談は予約制） 火～土曜日 午前10時～午後5時

（木曜日は7時まで）

「電話相談」専用電話（随時）
☎（042）573-4375
教育相談室（予約電話）
☎（042）573-4376

内　容 日　程 時　間 会　場 問い合わせ

身近な人権相談（＊） 8日（木） 午後1時～4時

男女平等推進
センター相談室
（ひかりプラザ内）

人権平和課
☎（042）573-4378女性法律相談（＊） 15日（木） 午後1時30分～

4時30分女性のためのカウンセリング（＊） 6日・27日（火）

女性の悩みごと相談
（女性への暴力など）

月～金曜日

午前9時～正午
午後1時～5時

（受け付け＝4時まで）

人権平和課
相談専用電話
☎（042）573-4342犯罪被害者等支援相談

母子父子・女性
福祉相談（＊）

午前9時～午後5時
（受け付け＝4時まで）

生活福祉課（市役所第2庁舎）
（内533）

心の健康相談（＊） 22日（木） 午後1時30分～
4時30分 いずみプラザ 障害福祉課

（内522）

オンブズパーソンへの
面談による申立日（＊） 火曜日 午前9時～正午

オンブズパーソン
相談室

（市役所第4庁舎）
オンブズパーソン事務局
（内559）

高齢者就業相談
tおおむね60歳以上 月～金曜日 午前9時～

午後4時30分 福祉センター シルバー人材センター
☎（042）325-4011

ふくし法律相談（＊） 22日（木） 午後1時30分～
4時30分 権利擁護センターこくぶんじ

☎（042）580-0570成年後見専門相談（＊） 8日（木）

福祉サービス総合相談 月～金曜日 午前9時～午後5時

　10月に予定されている消費税率の引き上げで、所得の少
ない方や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するととも
に、地域における消費を喚起・支援することを目的として、
市内の取扱店で使えるプレミアム付商品券を販売します。
商品券購入の対象となる可能性があり、申請が必要な方へ
申請書を発送します。
t�平成31年1月1日に本市に住民登録があり、平成31年度
の住民税（均等割）が非課税の方（住民税課税者と生計同
一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者等を除く）
z�申請しても購入対象の要件に該当しないなど、対象外に
なる場合があります
問い合わせ先
プレミアム付商品券コールセンター
☎（042）323-5010
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～午後6時
※令和2年3月19日（木）まで
z�申請書発送直後はつながりにくくなることがあります。
ご理解をお願いします

申請不要です。9月中旬以降購入引換券を郵送します。
※購入上限額は子どもの人数×20，000円

5，000円の商品券が
4，000円で購入できます

e1冊4，000円　購入上限額20，000円（5冊25，000円分）
使えるお店市内の店舗を対象として12月27日（金）まで募集中※不動産・金融商品、た
ばこ、換金性の高いもの（商品券類・切手・印紙・プリペイドカードなど）、性風俗関連
特殊営業、国や地方公共団体への支払いなどは使用対象外
販売期間10月1日（火）～令和2年2月28日（金）
販売場所市役所第5庁舎1階会議室、一部の公共施設（出張販売）
使用期限令和2年2月29日（土）

1冊5，000円分（1枚当たり額面500円×10枚）商品券の概要

申請手続きの流れ
申請書が届いたら、
必要事項を記入し、
同封の返信用封筒で、
12月27日（金）
（消印有効）までに
返送

市で申請内容などを
審査し、9月中旬以降、
交付決定（購入引換券）
または不交付決定の
通知を郵送

商品券購入対象外のため購入でき
ません

不交付決定が届いた方

交付決定が届いた方
購入引換券をお持ちのうえ、販売
場所で商品券を購入してください
※�先着順ではありません。対象者
全員が購入できます

プレミアム付商品券購入引換券交付申請書を
対象となる可能性がある方へ発送

今月の保険料
今月は次の保険料の納期です。
介護保険料　1期
後期高齢者医療保険料　1期

納期限　9月2日（月）

保険料名 介護保険料 後期高齢者
医療保険料

問い
合わせ

高齢福祉課
（いずみプラザ内）
☎（042）321-1301

保険年金課
（市役所第1庁舎）
（内319）

※年金天引きの方は8月15日（木）に天引き

→経済課（内395）

12月27日（金）までに申請が必要です

本市に住民登録があり、平成28年4月2日～令和元年9月30日（月）に
生まれた子どもがいる世帯の世帯主の方も購入対象者になります


